
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 等 の 旅 費 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則  

 

令 和  ８ 年  ３ 月 ３ ０ 日  規 則 第 ４ 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 等 の 旅

費 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 条 例

第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 条 例 に お い て 使 用 す

る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 者 等 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 者

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

⑴  旅 行 業 者  

⑵  鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 ６ １ 年 法 律 第 ９ ２ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 鉄 道 運 送 事 業 者 及 び 軌 道 法 （ 大 正 １ ０ 年 法 律 第 ７

６ 号 ） 第 ４ 条 に 規 定 す る 軌 道 経 営 者  

⑶  海 上 運 送 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ８ ７ 号 ） 第 ２ ３ 条 の ３ 第

２ 項 に 規 定 す る 船 舶 運 航 事 業 者  

⑷  航 空 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ ８ 項 に 規

定 す る 航 空 運 送 事 業 を 経 営 す る 者  

⑸  道 路 運 送 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ３ 号 ） 第 ９ 条 第 ７ 項 第



３ 号 に 規 定 す る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者  

⑹  旅 館 業 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ３ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 旅 館 業 を 営 む 者  

⑺  貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 ８ ３ 号 ） 第 ７ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 及 び 貨 物 利 用 運

送 事 業 法 （ 平 成 元 年 法 律 第 ８ ２ 号 ） 第 ５ ５ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 貨 物 利 用 運 送 事 業 者  

⑻  割 賦 販 売 法 （ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 １ ５ ９ 号 ） 第 ３ １ 条 に 規 定

す る 登 録 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 業 者 （ 広 域 連 合 と の 契 約 に

よ り カ ー ド 等 （ 同 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る カ ー ド

等 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） を 前 各 号 に 掲 げ る 者 が 提 供

す る 役 務 そ の 他 の 旅 行 に 係 る 役 務 の 対 価 の 支 払 の み の た め

に 提 供 す る 場 合 に 限 る 。）  

２  条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る も の は 、

役 務 及 び カ ー ド 等 と す る 。  

（ 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 場 合 等 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ３ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 場

合 は 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 が 、 傷 病 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 旅 行 を 中 止 し 、 又

は 変 更 し た と き と す る 。  

２  条 例 第 ３ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る も の は 、

条 例 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合 を 除 く ほ

か 、 次 に 掲 げ る 金 額 と す る 。  

 ⑴  鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 に つ い て は 、 条

例 第 ８ 条 第 １ 項 各 号 、 第 ９ 条 第 １ 項 各 号 、 第 １ ０ 条 第 １ 項 各



号 及 び 第 １ １ 条 各 号 に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 当 該 各 条 及 び

条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額 で 所 要

の 払 戻 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ と が で

き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず な お 支

払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用 ご と の い ず れ か 少 な

い 額 の 合 計 額  

⑵  宿 泊 費 及 び 包 括 宿 泊 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。）

に つ い て は 、 当 該 各 種 目 に つ い て 条 例 第 １ ２ 条 及 び 第 １ ３ 条

並 び に 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 計 算 し た 額 と 現 に 支 払 っ た 額

で 所 要 の 払 戻 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず 払 戻 し を 受 け る こ

と が で き な い 額 又 は 所 要 の 取 消 手 続 を と っ た に も か か わ ら ず

な お 支 払 う 必 要 が あ る 額 を 比 較 し 、 当 該 各 種 目 ご と の い ず れ

か 少 な い 額 の 合 計 額  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る 金 額 の ほ か 、 手 数 料 そ の 他 の 旅 行 命 令 の 変

更 等 に 伴 い 支 給 す る 必 要 が あ る も の と し て 旅 行 命 令 権 者 が 認

め た 額  

３  条 例 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 事 情 は 、

交 通 事 故 そ の 他 の 同 項 に 規 定 す る 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き

な い 事 情 と す る 。  

４  条 例 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 金 額 は 、

次 に 掲 げ る 金 額 と す る 。  

 ⑴  現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 （ 交 通 手 段 を 利 用 す る た め の 乗 車

券 、 乗 船 券 、 航 空 券 等 で 当 該 旅 行 に つ い て 購 入 し た も の を 含

む 。 次 号 に お い て 同 じ 。） の 全 部 を 喪 失 し た 場 合 に は 、 そ の 喪

失 し た 時 以 後 の 旅 行 を 完 了 す る た め 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 す



る こ と が で き る 額  

 ⑵  現 に 所 持 し て い た 旅 費 額 の 一 部 を 喪 失 し た 場 合 に は 、 前 号

に 規 定 す る 額 か ら 喪 失 を 免 れ た 旅 費 額 を 差 し 引 い た 額  

（ 出 張 命 令 ）  

第 ５ 条  旅 行 命 令 権 者 は 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 の 職 員 等

（ 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） に 出 張 を 命 ず る 場 合 は 、 出 張 命 令 書

（ 様 式 第 １ 号 ） に 当 該 出 張 に 関 す る 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 当 該

職 員 に 提 示 す る も の と す る 。 た だ し 、 そ の 時 間 的 余 裕 が な い 場

合 は 、 口 頭 に よ り 出 張 を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  旅 行 命 令 権 者 は 、 既 に 発 し た 出 張 命 令 を 変 更 す る 必 要 が あ る

と 認 め る 場 合 は 、 自 ら 又 は 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の

規 定 に よ る 職 員 の 申 請 に 基 づ き 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  旅 行 命 令 権 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 出 張 命 令 を 変 更 す る 場 合 は 、

出 張 命 令 書 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し 、 こ れ を 当 該 職 員 に 提 示 す る

も の と す る 。 た だ し 、 そ の 時 間 的 余 裕 が な い 場 合 は 、 口 頭 、 文

書 そ の 他 適 当 な 方 法 に よ り こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

４  旅 行 命 令 権 者 は 、 職 員 に 出 張 命 令 書 を 提 示 し な い で 出 張 を 命

じ 、 又 は こ れ を 変 更 し た 場 合 は 、 出 張 命 令 書 に 必 要 な 事 項 を 記

載 し 、 当 該 職 員 の 出 張 の 完 了 後 速 や か に こ れ を 提 示 す る も の と

す る 。  

（ 旅 行 命 令 の 変 更 の 申 請 ）  

第 ６ 条  旅 行 者 は 、 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 旅

行 命 令 の 変 更 を 申 請 す る 場 合 に は 、 そ の 変 更 の 必 要 を 証 明 す る

に 足 る 資 料 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 鉄 道 賃 に 係 る 鉄 道 ）  



第 ７ 条  条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る も

の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

⑴  鉄 道 に 類 す る も の  

⑵  軌 道 に 類 す る も の  

（ 船 賃 に 係 る 船 舶 ）  

第 ８ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る も

の は 、 船 舶 に 類 す る も の と す る 。  

（ 航 空 賃 に 係 る 航 空 機 ）  

第 ９ 条  条 例 第 １ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る

も の は 、 航 空 機 に 類 す る も の と す る 。  

 （ 宿 泊 費 基 準 額 ）  

第 １ ０ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め

る 額 は 、 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 支 給 規 程 （ 昭 和 ２ ５ 年 大 蔵 省 令 第

４ ５ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 別 表 第 ２ に 定 め る 額 と し 、 こ の 場 合 に

お い て 同 表 中 の 区 分 「 職 務 の 級 が １ ０ 級 以 下 の 者 」 を 「 広 域 連

合 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 場 合 ）  

第 １ １ 条  条 例 第 １ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め

る 場 合 は 、 現 に 支 払 っ た 費 用 の 額 が 宿 泊 費 基 準 額 を 超 え る 場 合

で あ っ て 、 旅 行 命 令 権 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認

め る と き と す る 。  

 ⑴  宿 泊 施 設 の 指 定 が あ り 当 該 宿 泊 施 設 以 外 に 宿 泊 す る こ と が

困 難 で あ る と き 。  

⑵  公 務 の 円 滑 な 運 営 上 支 障 の な い 範 囲 及 び 条 件 に お い て 検 索

し 、 そ の 結 果 か ら 最 も 安 価 な 宿 泊 施 設 を 選 択 す る と き 。  



（ 宿 泊 手 当 の 定 額 等 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め

る 額 は 、 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 支 給 規 程 第 １ ４ 条 第 １ 項 別 表 第 ３

に 定 め る １ 夜 当 た り の 定 額 と す る 。  

２  条 例 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る 場 合

は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

 ⑴  朝 食 又 は 夕 食 に 係 る 費 用 の い ず れ か に 相 当 す る も の が 含 ま

れ る 場 合  

 ⑵  朝 食 及 び 夕 食 に 係 る 費 用 に 相 当 す る も の が 含 ま れ る 場 合  

３  宿 泊 手 当 の 額 は 、 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 宿 泊 費 又 は 包

括 宿 泊 費 に つ い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 条

例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲

げ る 額 と す る 。  

 ⑴  前 項 第 １ 号 の 場 合  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 定 め る 定 額 の ３

分 の ２ の 額  

 ⑵  前 項 第 ２ 号 の 場 合  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 に 定 め る 定 額 の ３

分 の １ の 額  

４  条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 又 は そ の

他 の 交 通 費 （ 包 括 宿 泊 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る も の を 含

む 。 ） に 食 費 に 相 当 す る も の が 含 ま れ る 場 合 に は 、 宿 泊 手 当

の ３ 分 の １ の 額 と す る 。  

５  旅 行 者 が 、 旅 行 中 自 宅 （ 住 所 又 は 居 所 若 し く は こ れ に 相 当 す

る 場 所 を い う 。 ） に 宿 泊 す る 場 合 に は 、 条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 及

び 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 宿 泊 手 当 は 支 給 し な い 。  

（ 旅 費 の 請 求 手 続 ）  



第 １ ３ 条  旅 費 （ 概 算 払 に 係 る 旅 費 を 含 む 。 ） の 支 給 を 受 け よ う

と す る 出 張 者 及 び 旅 行 役 務 提 供 者 は 、 旅 費 概 算 （ 精 算 ） 請 求

書 ・ 領 収 証 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 出 張 命 令 書 そ の 他 必 要 な 書 類 を

添 え て 、 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 条 例

第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 遺 族 の 旅 費 に つ い て は 、 旅 費 概 算 （ 精 算 ）

請 求 書 ・ 領 収 証 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

２  概 算 払 に 係 る 旅 費 の 支 給 を 受 け た 出 張 者 で 、 そ の 精 算 を し よ

う と す る も の は 、 旅 費 精 算 請 求 書 ・ 領 収 証 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に

必 要 な 書 類 を 添 え て 、 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 遺 族 の 旅 費 に つ い て は 、 旅 費

精 算 請 求 書 ・ 領 収 証 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

３  旅 行 役 務 提 供 者 が 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 請 求 す る 場 合 に お い

て は 、 広 域 連 合 長 が 認 め た 請 求 書 等 に 相 当 す る も の （ 請 求 す る

者 の 名 称 又 は 氏 名 及 び 住 所 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 ） を も っ

て 、 第 １ 項 に 規 定 す る 請 求 書 に 代 え る こ と が で き る 。  

４  旅 行 命 令 権 者 及 び 支 出 命 令 者 は 、 旅 行 者 又 は 旅 行 役 務 提 供 者

が 請 求 書 を 提 出 し た 場 合 に は 、 そ の 請 求 内 容 が 適 切 で あ る か を

確 認 す る も の と す る 。  

５  前 項 の 場 合 に お い て 、 請 求 書 を 提 出 し た 者 が 旅 行 役 務 提 供 者

で あ る と き は 、 旅 行 命 令 権 者 及 び 支 出 命 令 者 は 、 旅 行 者 に 対 し

て 必 要 な 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 旅 費 の 精 算 に 係 る 期 間 ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 １ ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 や む を 得 な い

事 情 の た め 旅 行 命 令 権 者 の 承 認 を 得 た 場 合 を 除 く ほ か 、 旅 行 を

完 了 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以 内 と す る 。  



２  条 例 １ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 期 間 は 、 精 算 に よ る 過 払 金 の 返

納 の 告 知 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以 内 と す る 。  

（ 給 与 の 種 類 ）  

第 １ ５ 条  条 例 第 １ ６ 条 第 ４ 項 及 び 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 給

与 の 種 類 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 （ 平 成 １ ８ 年 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合  条 例 第 １ ５ 号 ）

に 規 定 す る 給 料 、 報 酬 、 管 理 職 手 当 、 単 身 赴 任 手 当 、 時 間 外 勤 務

手 当 、 休 日 勤 務 手 当 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 又 は こ れ ら に 相 当 す

る 給 与 と す る 。  

（ 遺 族 の 旅 費 の 細 則 ）  

第 １ ６ 条  条 例 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 広 域 連 合 長 が 別 に 定 め る も の

は 、 次 に 掲 げ る 旅 費 と す る 。  

⑴  条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合

に は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 と 死 亡 地 と の 間

を 往 復 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費  

⑵  条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 旅 費 を 支 給 す る 場 合

に は 、 出 張 の 例 に 準 じ 、 職 員 が 遺 族 の 居 住 地 か ら 帰 住 地 に 旅

行 す る も の と し て 計 算 し た 旅 費 （ 宿 泊 費 及 び 包 括 宿 泊 費 を 除

く 。）  

２  遺 族 が 前 項 各 号 に 規 定 す る 旅 費 の 支 給 を 受 け る 順 位 は 、 条 例

第 ２ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 順 序 に よ り 、 同 順 位 者 が あ る 場 合 に は 、

年 長 者 を 先 に す る 。  

（ 通 勤 手 当 と の 調 整 ）  

第 １ ７ 条  旅 行 者 が 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 職 員 の 給 与 に

関 す る 条 例 第 ５ 条 に 規 定 す る 通 勤 手 当 又 は こ れ に 相 当 す る 給 与



（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 通 勤 手 当 等 」 と い う 。） の 支 給 を 受 け て

い る 場 合 で あ っ て 、 旅 行 の 経 路 に 当 該 通 勤 手 当 等 の 区 間 が 含 ま

れ る と き は 、 そ の 重 複 す る 区 間 に 係 る 旅 費 は 支 給 し な い も の と

す る 。  

（ 勤 務 場 所 等 以 外 の 地 を 出 発 地 又 は 到 着 地 と す る 場 合 の 旅 費 ）  

第 １ ８ 条  勤 務 場 所 又 は 旅 行 地 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 勤 務 場 所

等 」 と い う 。） 以 外 の 地 を 出 発 地 と し て 旅 行 す る 場 合 に お け る 旅

費 の 支 給 額 は 、 勤 務 場 所 等 以 外 の 地 か ら 目 的 地 に 至 る 旅 費 の 額

と 勤 務 場 所 等 か ら 目 的 地 に 至 る 旅 費 の 額 を 比 較 し 、 い ず れ か 少

な い 額 と す る 。  

２  既 に 旅 行 し て い る 者 が 、 旅 行 地 か ら 勤 務 場 所 以 外 の 地 を 到 着

地 と し て 旅 行 す る 場 合 に お け る 旅 費 の 支 給 額 は 、 旅 行 地 か ら 勤

務 場 所 以 外 の 地 に 至 る 旅 費 の 額 と 旅 行 地 か ら 勤 務 場 所 に 至 る 旅

費 の 額 を 比 較 し 、 い ず れ か 少 な い 額 と す る 。  

（ 外 国 旅 行 の 職 務 の 級 等 の 取 扱 い ）  

第 １ ９ 条  条 例 第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ り 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ １ ４ 号 ） の 規 定 に 準 じ て 旅 費 を 支

給 す る 場 合 に お い て 、 広 域 連 合 職 員 は 役 職 に 応 じ て 国 家 公 務 員

の 職 務 の 級 に 相 当 す る も の と す る 。  

（ 復 命 ）  

第 ２ ０ 条  出 張 者 は 、 緊 急 な 用 務 に つ い て は 出 張 の 完 了 後 直 ち に 、

そ の 他 の も の に つ い て は 出 張 の 完 了 後 ３ 日 以 内 に 、 そ の 結 果 の

概 要 を 任 命 権 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

    附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


